
都市高速鉄道 12 号線延伸に向けた基礎調査

報 告 書

平成 31 年 3 月

都市高速鉄道１２号線延伸促進協議会



都市高速鉄道 12 号線延伸に向けた基礎調査

報 告 書 目 次

§１．基礎調査の目的---------------------------------------------------------------1

§２．過年度調査の整理-------------------------------------------------------------2

２．１ 調査の経緯---------------------------------------------------------------2

２．２ 過年度調査の概要---------------------------------------------------------3

２．３ 過年度検討内容の整理-----------------------------------------------------9

§３．延伸線沿線の社会・地域情勢の現況整理----------------------------------------10

３．１ 沿線自治体の人口推移及び将来人口----------------------------------------10

３．２ 土地利用状況、都市計画--------------------------------------------------13

§４．鉄道事業における各種手続きの整理--------------------------------------------18

４．１ 鉄道事業許可------------------------------------------------------------18

４．２ 工事施行認可------------------------------------------------------------19

４．３ 補助スキーム------------------------------------------------------------22

４．３．１ 地下高速鉄道整備事業費補助----------------------------------------22

４．３．２ 空港アクセス鉄道等整備事業費補助----------------------------------23

４．３．３ 都市鉄道等利便増進法----------------------------------------------24

４．３．４ 社会資本整備総合交付金制度----------------------------------------25

§５．事業化へ向けての基礎的課題の整理--------------------------------------------26

５．１ 深度化が必要な調査項目--------------------------------------------------26

５．２ 延伸の意義・必要性及び延伸による効果------------------------------------27

５．３ 延伸ルートの基本的考え方------------------------------------------------31

５．４ 駅位置及び駅構造の検討--------------------------------------------------35

５．５ 概略ルート検討（平面・縦断）--------------------------------------------38

５．６ 概算事業費--------------------------------------------------------------49

５．７ 計画ルート比較----------------------------------------------------------52

５．８ 事業スキーム------------------------------------------------------------53

５．９ 事業採算性向上施策------------------------------------------------------57

§６．今後の事業計画調査の方向性--------------------------------------------------58



-1-

§１．基礎調査の目的

都市高速鉄道 12 号線（以下「地下鉄 12 号線」という。）の延伸については、平成 28 年の

交通政策審議会「東京圏における今後の都市鉄道のあり方について（答申）」（以下「交政審

答申」という。）において、地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資するプロジェク

トの一つに位置付けられた。

光が丘～大泉学園町～東所沢を想定するこの路線の意義としては、

・都区部北西部、北多摩北部及び埼玉県南西部と都心部とのアクセス利便性向上。

が示される一方、課題としては、

・光が丘から大泉学園町までの延伸については、導入空間となりうる道路整備が進んで

おり、事業化に向けて関係地方公共団体・鉄道事業者等において、費用負担のあり方

等について合意形成を進めるべき。

・大泉学園町から東所沢までの延伸については、事業性に課題があり、関係地方公共団

体等において、事業性の確保に必要な沿線開発の取組等を進めた上で、事業主体を含

めた事業計画について十分な検討が行われることを期待。

・なお、光が丘から東所沢までの延伸（一体整備）については、東京都と埼玉県に跨が

る路線であるため、関係地方公共団体が協調して事業主体を含めた事業計画について

検討が行われることを期待。

と指摘されている。

上記のように、地下鉄 12 号線の東所沢までの延伸の実現に当たっては、事業性の確保に向

けた検討や都内延伸（光が丘～大泉学園町）との協調が重要となっており、これらの課題を整

理したうえで、本格調査実施等の検討が必要となる。

本基礎調査では、地下鉄 12 号線延伸に向けての検討項目を以下の視点で整理し、今後、事

業化を検討するための基礎資料を作成することを目的とする。

① 現在の社会・地域情勢をふまえた延伸の意義・必要性、効果の再整理

② 都内延伸区間の計画熟度への接近

③ 整備に向けた条件整理

④ 計画の具体化による延伸気運の醸成
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§２．過年度調査の整理

２．１ 調査の経緯

地下鉄 12 号線の武蔵野線方面延伸についての調査検討は、平成 7年度以降埼玉県や都市

高速鉄道 12 号線延伸促進協議会（以下、「協議会」という）によって継続的に実施されてい

る。以下に協議会及びその前身となる都市高速鉄道 12号線延伸促進調査研究会による調査

の経緯を示す。

表２－１ 調査の経緯

調査年度 調査主体 調査名

平成 7年度
都市高速鉄道 12 号線延伸
促進調査研究会

都市高速鉄道 12 号線延伸沿線整備に関する調査

平成 9年度 協議会
都市高速鉄道 12 号線延伸に向けた地域整備構想
等に関する調査

平成 15・16 年度 協議会 東京 12 号線延伸に向けた地域整備構想基礎調査

平成 24 年度 協議会
都市鉄道 12 号線の延伸及び延伸に向けたまちづ
くりに関する調査研究
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２．２ 過年度調査の概要

次頁より、これまで実施されてきた各調査の内容を整理する。

過年度調査における調査項目は、鉄道事業許可に必要となる資料の一例として、「都市鉄道

等利便増進法」の認定申請資料を参考に整理することから、以下に構成事例を示す。

ここでは現段階で必要な検討事項を下表に示す（着色部分）。

表２－２ 都市鉄道等利便増進法の認定申請資料の構成事例

上表の検討事項を項目分類し、さらに地下鉄 12号線延伸線の必須条件となっている沿線ま

ちづくりを含め、過年度調査の概要を①意義・必要性の整理、②ルート計画、③建設計画・

運行計画、④輸送需要の検討、⑤整備効果の検討、⑥事業スキームの検討、⑦まちづくりの

検討、⑧課題の整理の 8項目に分類して次頁以降に整理した。

項 目 内 容

第１編 整備計画

１．意義・必要性

２．地域交通整備計画

３．鉄道線路網図

４．計画概要図

５．整備主体及び運営・保守管理

６．都市鉄道等利便増進法の手続き

７．諸手続き工程及び工事工程

８．早期に整備を行う必要性

第２編 事業者概要
１．整備主体の概要

２．営業主体の概要

第３編 沿線概要

１．沿線位置図

２．沿線都市の概要

３．沿線人口

４．沿線の土地利用

５．沿線の交通

６．沿線道路の整備状況

７．沿線の主要施設

第４編 輸送需要
１．需要予測の概要

２．需要予測の結果

第５編 運行計画
１．基本的な考え方

２．運転時分

第６編 建設計画

１．建設概要、建設計画の基本的な考え方

２．建設計画工程表

３．建設計画概要

４．設計基準・列車荷重

５．建築限界及び車両限界

６．施工計画

７．道路・鉄道・河川との交差

８．駅計画

９．軌道設備の概要

１０．電気設備の概要

１１．防災対策の考え方

第７編 要員計画

第８編 収支計画

第９編 整備効果
１．延伸線の整備効果

２．費用便益分析
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【平成７年度】都市高速鉄道12号線延伸沿線整備に関する調査（12号線延伸促進調査研究会）

①
意
義
・
必
要
性
の
整
理

○都心及び業務核都市の身近な後背圏として総合的な地域環境の向上が要請される地域

・首都圏レベルでの効率性と利便性の高い都市活動の誘導

・立地ポテンシャルを生かした適正かつ計画的な地域空間の創出

・一体性、拠点性のある沿線地域の街づくりの推進

・首都圏近郊での貴重な自然緑地空間の積極的保全に向けた地域整備

○上記を計画的に推進するために、地下鉄12号線の整備は戦略的・効率的な手段

⑤
整
備
効
果
の
検
討

・未検討

②
ル
ー
ト
計
画

・具体的ルートは報告書に記載なし

・距離と所要時分は下表のように設定（計7.3km、12.5 分）
⑥
事
業
ス
キ
ー
ム
の
検
討

・未検討

③
建
設
計
画
・
運

行
計
画

・未検討 ⑦
ま
ち
づ
く
り
の
検
討

・需要検討上のシナリオとして、

①地下鉄12号線延伸整備によって市街地化が展開した場合（3市合計で夜間人口6.2 万人増、従業

人口0.9 万人増）

②地下鉄12号線延伸整備と合わせて積極的な開発が行われた場合（3市合計で夜間人口9.8万人増、

従業人口1.4 万人増）

の想定をしている。

④
輸
送
需
要
の
検
討

・沿線地域における一体的地域整備のシナリオを踏まえた将来人口フレームを基に将来鉄道利用Ｏ

Ｄ表を作成し、経路配分モデルにより概略需要の算定を実施

⑧
課
題
の
整
理

・地域整備のあり方について、地下鉄12号線延伸との一体的整備の計画を早急に検討する必要がある。
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【平成9年度】都市高速鉄道12号線延伸に向けた地域整備構想等に関する調査（協議会）

①
意
義
・
必
要
性
の
整
理

○東京都心に近接した地域で、新たな鉄道整備と一体的かつ自然共生型の魅力的な市街地整備を展

開できる首都圏近郊で残された最後のチャンス。

○首都圏レベルでみると、都心近郊部で緊急的課題である既存密集市街地更新の促進、首都圏構造

の是正（職住近接化）、多様なライフスタイルニーズへの対応等、21世紀に向けた健全で秩序あ

る発展整備をもたらす。

○埼玉県南西部や東京都北多摩北部地域における鉄道不便地域の解消や、既存鉄道路線の混雑緩和

を図るなど、都県レベルでも魅力ある快適な生活環境の創造に寄与。

○沿線3市では、地下鉄12号線の新駅周辺に環境調和型の機能拠点が配置され、新たに魅力的な

各種都市機能が集積される。これにより地域構造の是正や市民生活の利便性向上が図られる。

○環境に優しい公共交通中心の交通体系の確立、無秩序な環境破壊を抑制。

⑤
整
備
効

果
の
検
討

・未検討

⑥
事
業

ス
キ
ー
ム

の
検
討

・埼玉高速鉄道の出資比率を参考に、全事業費の17%を沿線3市で負担した場合の自治体負担額（新

座市102億円、清瀬市51億円、所沢市51億円）を想定

⑦
ま
ち
づ
く
り
の
検
討

・シナリオ３ケースを想定

②
ル
ー

ト
計
画

・具体的ルートは報告書に記載なし

③
建
設
計
画
・
運
行
計
画

・概算建設費約1,200億円（大泉学園町～東所沢：高架構造を基本）

④
輸
送
需
要
の
検
討

⑧
課
題
の
整

理

○広域的かつ総合的な体制での取組み

○地域整備構想の具体化と鉄道需要等の評価

○新たなまちづくりに向けた機運の醸成

○地下鉄12号線延伸整備に向けた合意形成

○鉄道整備に向けた体制、財源の確保

○綿密な開発整備プログラムの検討

○投機的土地取引のコントロール

○東所沢以遠に対する延伸に向けた取り組み
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【平成15・16年度】東京12号線延伸に向けた地域整備構想基礎調査（協議会）

①
意
義
・
必
要
性
の
整
理

○沿線地域のもつ東京都副都心や業務核都市へのアクセシビリティの潜在的高さや恵まれた自然環

境を活かし、他地域に対する相対的な魅力度を向上させることで地域の持続的発展が可能な市街

地・都市基盤整備を図るため。

○既成市街地との連担性に配慮した機能拠点を配置し、既成市街地の問題（老朽化、拠点性の低さ、

防災性）への対応を図るとともに、沿線地域の均衡ある発展を図るため。

○自然環境、歴史的文化遺産の計画的保全を図るにあたり、新たに配置する機能拠点を中心とした

コンパクトな市街地整備を図るため。

④
輸
送
需
要
の
検
討

ケース１：光が丘～東所沢を東京都交通局が整
備・保有・運行（都営運賃）

ケース2：光が丘～東所沢を三セクが整備・保
有、東京都交通局が運行（運賃加算）

ケース3：光が丘～大泉学園町までを東京都交
通局が整備・保有・運行（都営運賃）

ケース4：大泉学園町～東所沢を三セクが整備
・保有、東京都交通局が運行（都営
運賃）

ケース5：大泉学園町～東所沢を三セクが整備
・保有、東京都交通局が運行（運賃
加算）

②
ル
ー
ト
計
画

・平面ルートは協議会H9年度調査を踏襲

・縦断ルートは右図の設定

⑤
整
備
効
果
の
検
討

・延伸区間の運賃収入のみでは事業成立の可

能性が少ない

③
建
設
計
画
・
運
行
計
画

・建設計画 ・運行計画

ピーク時 15本/h

オフピーク時 10本/h

・所要時間

⑥
事
業
ス
キ
ー
ム
の
検

討

・既設線部分の増収分も考慮できる整備スキ

ームが必要

・段階整備では先行区間の償還に 40年近い

期間を要するため、後行区間の整備着手が

相当遅れる

⑦
ま
ち
づ
く
り
の
検
討

・採算確保のた

めには予測値

に 対 し て

13.5 千人/日

の利用者数が

必要

・利用者数確保

のための開発

人口を試算

⑧
課
題
の

整
理

・延伸事業が成立するために必要となる需要確保を念頭においた沿線地域整備方針の検討

・整備主体の設置や関係者間の利害調整のために必要な法制度面の整備
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【平成2４年度】都市鉄道12号線の延伸及び延伸に向けたまちづくりに関する調査研究（協議会） （１／２）

①
意
義
・
必
要
性

の
整
理

○鉄道不便地域の解消、自動車利用から鉄道への利用転換

○移動性向上により延伸地域への居住、企業立地等の促進

○地域の地理的優位性を活かしたまちづくり、関越自動車道と連携した防災拠点形成

○沿線地域の目標とするまちづくりを達成するための必要ツール

③
建
設
計
画
・
運
行
計
画

②
ル
ー
ト
計
画

○延伸ルート：既往調査のルートを基本に設定した。

○駅位置：新座市内の駅を２駅から１駅に変更し、駅位置を既往調査の（仮称）新座南部駅と（仮

称）新座中央駅の中間に設定した。

○構造：沿線の市街化の状況を勘案し、全線地下構造、一部高架構造の２ケースを設定した。

④
輸
送
需
要
の
検
討

③
建
設
計
画
・
運
行
計
画
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【平成2４年度】都市鉄道12号線の延伸及び延伸に向けたまちづくりに関する調査研究（協議会） （２／２）

⑤
整
備
効
果
の
検
討

⑦
ま
ち
づ
く
り
の
検
討

○新駅周辺のまちづくりを検討し、将来人口を設定した。

・(仮称)新座中央駅：駅を中心とした約９０ｈａを土地区画整理事業区域として市街地整備を図る。

・(仮称)清瀬北部駅：商業・サービス機能を集積し、駅周辺の住宅地域は、人口増加を目指しつつ、

良好な住環境の保全を図る。

・東所沢駅：商業・サービス機能の集積を図り、駅周辺の住宅地域は、人口増加を目指す。

⑧
課
題
の
整
理

○上記条件を満たすために必要な取り組み

・まちづくりの推進

・鉄道整備に関する調査研究の深度化

・整備財源の確保

⑥
事
業
ス
キ
ー

ム
の
検
討

・検討なし
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２．３ 過年度検討内容の整理

表２－３のとおり、協議会による過年度調査の検討項目を一覧表に整理した。

その結果、以下①～⑧のとおり、まとめることができる。

① 意義・必要性については、毎回検討されているが、最近の社会経済情勢に合致してい

ない可能性がある。

② ルート計画についても検討が行われているものの、駅構造や橋梁形式などは未検討と

なっており、都内延伸区間の検討レベルと比較すると検討のレベルが浅い。

③ 建設計画・運行計画については、概算建設費の試算や運行本数の設定が行われている

が、ルート計画の検討レベルが浅い。

④ 輸送需要の検討は複数回に渡って行われており、特に平成 24年度に協議会が実施した

「都市高速鉄道 12 号線の延伸及び延伸に向けたまちづくりに関する調査研究」（以下

「平成 24 年度協議会調査」という。）においては四段階推定法を用いた予測を実施し

ており、平成 24年度以降に地域の人口や大規模施設等の状況が大きく変動していない

現状では、当該検討結果の準用が可能と思われる。

⑤ 整備効果の検討は、意義・必要性と対になる事項であるが、検討された回数は少ない。

⑥ 事業スキームの検討は、事業採算性に大きく影響するものであり、一般には需要予測

と一体になって実施されている。平成 24 年度協議会調査において事業採算性を成立さ

せるための検討が実施されている。

⑦ まちづくりの検討は、地下鉄 12号線延伸の必須要素となっており、事業採算性を確保

するためのまちづくり規模が試算されている。まちづくりは沿線自治体の都市計画に

含まれるものであり、鉄道新線計画にて深度化されているものではない。

⑧ 課題の整理は全ての調査で実施されており、まちづくり、事業スキーム、建設費、事

業採算性といったキーワードが毎回挙げられている。

表２－３ 過年度調査内容の項目整理

①
意
義
・
必
要
性
の
整
理

②
ル
ー
ト
計
画

③
建
設
計
画
・
運
行
計
画

④
輸
送
需
要
検
討

⑤
整
備
効
果
検
討

⑥
事
業
ス
キ
ー
ム
の
検
討

⑦
ま
ち
づ
く
り
の
検
討

⑧
課
題
の
整
理

平成 7年度

（調査研究会）
○ ○ － ○ － － ○ ○

平成 9年度

（協議会）
○ ○ ○ － － ○ ○ ○

平成15・16年度

（協議会）
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成24年度

（協議会）
○ ○

○

（建設費）
○ ○ ○ ○ ○
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§３．延伸沿線の社会・地域情勢の現況整理

３．１ 沿線自治体の人口推移及び将来人口

（１）日本全体の人口推移及び将来人口

国立社会保障・人口問題研究所が公表した「日本の将来推計人口（平成 29 年推計）｣によ

ると、日本の人口は減少局面を迎えており、2065 年には総人口が 9,000 万人を割り込み、高

齢化率は 38%台の水準になると推計されている。

図３－１ 日本の人口推移
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（２）沿線自治体の人口推移及び将来人口

図３－２ 沿線自治体の将来人口予測（総人口）

図３－３ 沿線自治体の将来人口予測（生産年齢人口）
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図３－４ 沿線自治体の将来人口予測（高齢化率）

出典：練馬区人口ビジョン（平成 27 年 12 月）、新座市人口ビジョン（平成 28 年 3 月）

清瀬市人口ビジョン（平成 28 年 3月）、所沢市人口ビジョン（平成 28 年 3月）

※練馬区の予測値は直近の社会増の動向を反映した推計、新座市の予測値は基本推計を示す
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３．２ 土地利用状況、都市計画

（１）土地利用状況

図３－５ 沿線土地利用状況
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（２）都市計画

沿線自治体における地下鉄 12 号線延伸区間と関係する都市計画やまちづくりの方向性は

以下のようになっている。

１）練馬区

「練馬区都市計画マスタープラン（平成 27 年 12 月）」では、地下鉄 12 号線都内延伸区間で

ある光が丘～大泉学園町について、導入空間となる補助 230 号線の整備が区における最重要課

題の一つとしている。

新駅予定地周辺は、駅前広場の整備などにより交通結節機能を充実し、地域の特性を活かし

た生活拠点として利便性を高め、補助 230 号線沿道では、土地の高度利用を進め、商業・業務

施設の利用を促進するとしている。

また、区政運営の方向性を明らかにし、将来を見据えた戦略を提示する「みどりの風吹くま

ちビジョン アクションプラン（平成30年度・31年度）」においても、導入空間となる補助230

号線等の整備にあわせ、延伸地域のまちづくりを引き続き進めること、新駅予定地周辺では、

都市生活を支えるサービス施設等の立地を促進し、良質な都市環境に資するまちづくりを進め

るとしている。
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２）新座市

「新座市都市計画マスタープラン（見直し）（平成 28 年 1 月）」では、市街化調整区域を含

む中央部のまちづくりが課題となっており、市域全体のバランスの取れた都市構造の実現に向

け、市中央部における公共交通不便地域の解消を目的とした地下鉄 12 号線の延伸実現を目指

し、新たな都市拠点の整備を想定したまちづくり構想の策定を進める（交通政策審議会答申後

に、その内容に応じた具体的なまちづくりへの取組を進める）としている。

交通政策審議会答申前の具体的な構想として、「地下鉄12号線の延伸実現に係る新駅周辺地

区におけるまちづくり構想（平成27年3月）」では、新座市内の新駅設置位置を馬場地区に設定

し、まちづくり構想区域を北は畑中公民館通り、西は都市計画道路東久留米志木線、南は関越

自動車道、東は都市計画道路保谷朝霞線に囲まれた約90haとしたうえで、新線及び新駅を地下

構造と想定したゾーニング等を検討している。
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３）清瀬市

「清瀬市都市計画マスタープラン（平成 13 年 3 月）」では、地下鉄 12 号線延伸線のルート

として想定される北部地域のまちづくり方針として、

・台田団地、旭が丘団地などの中高層の住宅団地では、建て替えを行う際に周辺の土地利用と

調和した居住環境の形成をめざす

・地下鉄 12 号線の新駅設置に合わせて駅前広場や周辺の基盤整備、さらに商業・業務機能等

による土地の高度利用を検討する

などの項目を挙げている。

清瀬市北部地区土地利用方針図

都市鉄道 12号線の延伸及び延伸に向けたまちづくりに関する調査研究より
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４）所沢市

地下鉄12号線とJR武蔵野線との結節点である東所沢駅周辺においては、「所沢市街づくり基

本方針（都市計画マスタープラン）（平成26年4月改正）」において、

・商業・サービス施設を誘導し、活気のある地域生活拠点の形成を図る

・都市機能の無秩序な拡散防止と自然環境との共生に配慮しながら、交通の利便性をいかし、

地域の活性化を図るため、計画的かつ適正な土地利用をめざす

との方針が示されており、考えられるまちづくりのメニューとして、地下鉄12号線の延伸、商

業・サービス施設の誘導、東所沢駅南東地区の地理的特性をいかした土地利用の検討などが挙

げられている。

柳瀬地域街づくり方針図

都市鉄道12号線の延伸及び延伸に向けたまちづくりに関する調査研究より
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§４．鉄道事業における各種手続きの整理

４．１ 鉄道事業許可

鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない（鉄道事

業法３条）。鉄道事業の許可は事業者単位ではなく、路線及び鉄道事業の種別単位で行う必要

があるため、路線の延伸においても新たな区間の鉄道事業許可を受ける必要がある。

鉄道事業の許可を受けようとする者は、鉄道事業許可申請書を国土交通大臣に提出しなけ

ればならない（鉄道事業法４条）。

鉄道事業許可申請書には、予定する路線（起点、終点、主要な経過地）や事業種別（第一

種～第三種）、業務範囲（旅客または貨物のどちらかに限定する場合にはその旨）、事業基本

計画（鉄道の種類、単線・複線などの別、動力、軌間、設計最高速度、設計通過トン数、旅

客運送区間と貨物運送区間、計画供給輸送力、駅の位置と名称、駅の取り扱い範囲など）、さ

らに事業収支見積書、建設費概算書、資金収支見積書、線路予測図などを添付しなければな

らない。

添付書類のうち線路予測図は平面図縮尺を 1/25,000 以上、縦断面図縮尺を横 1/25,000 以

上、縦 1/2,000 以上とし、平面図には起点、終点、主要経過地、駅位置・名称、鉄道線路の

中心線、地形や主要な地物などを、縦断面図には鉄道線路の中心線に係る地面及び施工基面

の高さ、駅位置、主要なトンネルや橋梁の位置及び長さなどをそれぞれ記載する必要がある。

鉄道事業許可の申請を受けた国土交通大臣は、経営面や安全面、計画性、申請者の事業遂

行能力などを審査したうえで、申請者に対して鉄道事業を許可することとなる。
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４．２ 工事施行認可

国土交通大臣から鉄道事業の許可を受けた鉄道事業者は、国土交通大臣が定める期限（鉄

道事業を許可する際に指定）までに、工事計画を定めた工事施行認可申請書を提出し、工事

の施行の認可を受けなければならない（鉄道事業法第８条）。

工事施行認可申請書には、工事施行区間の起点と終点、工事計画、工事着手予定時期、工

事完成予定時期などを記載し、さらに工事計画に関する書類や図面、線路実測図、地質概要

図、建設費予算書などを添付しなければならない（下表参照）。

表４－１ 工事施行認可申請に必要な資料（鉄道事業法施行規則 別表第一）

鉄道施設 工事計画 添付書類及び添付図面 同意書の添付

一　鉄道線路

１　線路中心線及び軌道中心線 ○

２　軌道中心線の曲線半径 ○

３　軌道中心線の緩和曲線及び円曲線の長さ（本線に係るものに限る。） ○

４　軌道中心線の施工基面の高さ

５　軌道中心線のこう配 ○

６　軌道中心線の縦曲線（本線に係るものに限る。）の半径 ○

７　建築限界及び車両限界（図面をもつて示すこと。） ○

８　施工基面（本線に係るものに限る。）の幅

９　軌道中心間隔 ○

（二）　土工 盛土及び切取の構造（土工定規図及び土留壁標準図をもつて示すこと。）

１　構造形式 １　応力度表

２　材質 ２　許容応力度表

３　構造寸法（構造一般図及び構造設計図をもつて示すこと。） ３　安定度表

１　設計列車荷重 １　不静定構造の橋りように係る次に掲げる図面 ○

２　上部構造及び下部構造の構造形式 （１）　荷重配置図

３　材質 （２）　応力図

２　応力度数表

３　許容応力度表

４　安定度表

５　けたの最大たわみ表

１　種類

２　トンネルに係る次に掲げる事項 １　山岳トンネル以外のトンネルに係る次に掲げる図面

（１）　材質 （１）　荷重配置図

（２）　構造寸法（構造一般図及び構造設計図をもつて示すこと。） （２）　応力図 ○

（３）　換気の方式 （３）　応力度表

（４）　排水設備の位置 （４）　許容応力度表

（５）　火災対策設備に係る次に掲げる事項 ２　トンネルに係る次に掲げる書類

イ　消火設備、避難設備及び警報設備の種類及び位置（図面をもつて示すこと。） （１）　換気設備の機能の説明書

ロ　排煙の方式 （２）　排煙設備の機能の説明書

３　落石覆い等設備の位置

１　種別 交通量調査表

２　交角

３　幅員

１　普通鉄道にあつては、次に掲げる事項（１）　軌間
１　動力発生装置の地上設備及びその附属品の強度計算書（リ

ニアモーター式普通鉄道に限る。）

（２）　レール及びその附属品の種類及び構造寸法（図面をもつて示すこと。） ２　索条強度計算書（鋼索鉄道に限る。）

（３）　分岐器の種類及び構造寸法（図面をもつて示すこと。）

３　浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装

置の地上設備及びブレーキ用レール並びにその附属品の強度

計算書（浮上式鉄道に限る。）

（４）　まくら木の材質及び構造寸法（図面をもつて示すこと。）

（５）　まくら木（まくら木を使用しない場合にあつては、レール締結装置）の敷設間隔

（６）　レール締結装置の種類及び構造寸法（図面をもつて示すこと。）

（７）　道床の種類及び構造寸法（バラスト道床にあつては、厚さ）（バラスト道床以外の

道床にあつては、図面をもつて示すこと。）

（８）　動力発生装置の地上設備の材質、設置位置及び構造寸法（リニアモーター式普

通鉄道（リニアインダクションモーター推進方式の普通鉄道をいう。以下同じ。）に限

る。）（図面をもつて示すこと。）

（９）　動力発生装置の地上設備の附属品の材質及び構造寸法（リニアモーター式普通

鉄道に限る。）（図面をもつて示すこと。）

（１０）　動力発生装置の地上設備の締結装置の種類、敷設間隔及び構造寸法（リニア

モーター式普通鉄道に限る。）（図面をもつて示すこと。）

２　懸垂式鉄道又は跨座式鉄道にあつては、次に掲げる事項（１）　走行面の材質（軌

道けたの材質と異なる場合に限る。）

（２）　分岐器の種類及び構造寸法（図面をもつて示すこと。）

（３）　軌道けたの継ぎ目の構造寸法（図面をもつて示すこと。）

３　案内軌条式鉄道にあつては、次に掲げる事項

（１）　案内レールの形式及び構造寸法（図面をもつて示すこと。）

（２）　走行路の材質及び構造寸法（図面もつて示すこと。）

（３）　走行面の材質（走行路の材質と異なる場合に限る。）

（４）　分岐器の種類及び構造寸法（図面をもつて示すこと。）

（５）　走行路の継ぎ目の構造寸法（図面をもつて示すこと。）

４　鋼索鉄道にあつては、次に掲げる事項

（１）　１（２）から（７）までに掲げる事項

（２）　索条の種類、直径及び強度

（３）　原動滑車の構造寸法（図面をもつて示すこと。）

（４）　誘導滑車の敷設間隔及び構造寸法（図面をもつて示すこと。）

（七）　軌道

（一）　一般

（三）　土留擁壁

（四）　橋りよう

４　構造寸法（構造一般図及び構造設計図をもつて示すこと。） ○

（五）　トンネル及

び落石覆い等設備

（六）　踏切道

○

○

○

○
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鉄道施設 工事計画 添付書類及び添付図面 同意書の添付

５　無軌条電車にあつては、走行路の材質及び厚さ ○

６　浮上式鉄道にあつては、次に掲げる事項

（１）　浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備及びブ

レーキ用レールの材質並びに設置位置及び構造寸法（図面をもつて示すこと。）

（２）　浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備及びブ

レーキ用レールの附属品の材質及び構造寸法（図面をもつて示すこと。）

（３）　浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備及びブ

レーキ用レールの継ぎ目の構造寸法（図面をもつて示すこと。）

（４）　１（３）から（６）までに掲げる事項

二　停車場

１　中心キロ程及び換算中心キロ程 地下駅に係る次に掲げる書類

２　本線の有効長及び車両接触限界標の位置 （１）　換気設備の機能の説明書

（２）　排煙設備の機能の説明書

３　旅客又は貨物の取扱いに必要な設備の配置

４　プラットホームに係る次に掲げる事項

（１）　有効長、幅及び高さ

（２）　プラットホームの縁端と軌道中心線との間隔

５　旅客用通路の幅

６　上家及びこ線橋その他これらに類する建築物の構造寸法（構造一般図及び構造設

計図をもつて示すこと。）

７　換気（地下駅に係るものに限る。）の方式

８　火災対策設備（地下駅に係るものに限る。）に係る次に揚げる事項

（１）消火設備、避難設備、警報設備及び防火戸の種類及び位置（図面をもつて示すこ

と。）

（２）防災管理室の設備の種類及び機能

（３）排煙の方式

（二）　信号場 本線の有効長及び車両接触限界標の位置 ○

（三）　操車場 取扱能力

三　車庫及び車両

検査修繕施設

（一）　車庫 収容能力

１　検査設備及び修繕設備の配置

２　検査能力（検査の種類ごとに記載すること。）

四　運転保安設備

１　列車間の安全を確保する方法（閉そくによる方法にあつては、閉そく方式の種類）
電子計算機により遠隔制御装置又は列車集中制御装置を制御

する場合にあつては、その処理機能の説明書

２　閉そく装置の作用（動作結線図をもつて示すこと。）

３　常置信号機にあつては、種類及び位置（図面をもつて示すこと。）

４　車内信号機にあつては、地上設備に係る次に掲げる事項

（１）　信号表示の方式及び種類

（２）　信号表示区間の始端の位置及び信号表示の展開（図面をもつて示すこと。）

５　連動装置の種類及び作用（連動図表をもつて示すこと。）

６　遠隔制御装置及び列車集中制御装置の制御方式、制御項目及び制御所の位置

７　自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の地上設備に係る

次に掲げる事項

（１）　種類及び作用（処理機能説明書又は動作結線図をもつて示すこと。）

（２）　設置位置及び構造寸法（図面をもつて示すこと。）

（３）　閉そくによる方法にあつては、常置信号機又は車内信号機との関係及び線路の

条件との関係（図面をもつて示すこと。）

（４）　列車間の間隔を確保する装置による方法にあつては、自動列車制御装置の制御

情報の展開（以下「制御情報の展開」という。）又は自動列車運転装置と制御情報の展

開との関係（図面をもつて示すこと。）

１　種類及び位置（通信回線図をもつて示すこと。）

２　有線通信設備にあつては、電線の種類及び架設方法（電線路構造図をもつて示す

こと。）

３　無線通信設備にあつては、周波数帯及び通信方式

（三）　踏切保安設

備
制御方式及び作用（動作結線図をもつて示すこと。）

五　変電所等設備

１　容量計算書

２　電子計算機により自動制御装置又は遠隔制御装置を制御

する場合にあつては、その処理機能の説明書

２　変成機器の総容量（常用又は予備の別に記載すること。）

３　整流器、回転変流機、変圧器（制御用変圧器を除く。）、発電機その他これらに類す

る電気機器の種類、個数、容量、電圧、電流、相及び周波数

４　主回路の自動遮断器の種類及び遮断容量

５　３及び４に掲げる電気機器の電気接続（単線結線図をもつて示すこと。）及び配置

（機械器具配置図をもつて示すこと。）

６　保護装置の種類及び作用（保護連動表をもつて示すこと。）

７　遠隔制御装置及び自動制御装置の制御方式、制御項目及び監視所の位置

１　（一）第二欄１、４及び６に掲げる事項

２　変圧器（制御用変圧器を除く。）及び発電機の種類、個数、容量、電圧、電流、相及

び周波数

３　２に掲げる電気機器及び主回路の自動遮断器の電気接続（単線結線図をもつて示

すこと。）及び配置（機械器具配置図をもつて示すこと。）

１　（一）第二欄１、４、６及び７に掲げる事項

２　主回路の自動遮断器の電気接続（単線結線図をもつて示すこと。）及び配置（機械

器具配置図をもつて示すこと。）

１　（一）第二欄１、４及び６に掲げる事項

２　原動機、変圧器（制御用変圧器を除く。）及び発電機の種類、個数、出力又は容量、

電圧、電流、相及び周波数

３　２に掲げる電気機器及び主回路の自動遮断器の電気接続（単線結線図をもつて示

すこと。）及び配置（機械器具配置図をもつて示すこと。）

（五）　リニアモー

ター式普通鉄道の

動力発生装置の

地上設備

動力発生装置の地上設備の種類及び作用（電気回路図及び磁気回路構成図をもつて

示すこと。）並びに設計最大動力及び設計動力特性（図面をもつて示すこと。）
動力計算書

（七）　軌道

（二）　車両検査修

繕施設

○

（一）　駅

○

（一）　信号保安設

備

（二）　保安通信設

備
列車無線設備の機能の説明書

（一）　変電所

１　位置

（二）　配電所

（三）　開閉所

（四）　巻揚所
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工事施行認可の申請を受けた国土交通大臣は、工事計画が鉄道事業許可申請書にある事業

基本計画と、鉄道営業法第１条の国土交通省令で定める規程に適合すると認めた場合、鉄道

事業者に工事の施行を認可する。これで工事着手前の手続きは終了し、実際の工事に着手で

きることになる。なお、国土交通大臣は工事施行の認可の際に工事の完成期限を定めるので、

鉄道事業者はこの期限までに工事を完成させなければならない。

鉄道施設 工事計画 添付書類及び添付図面 同意書の添付

１　浮上力計算書

２　案内力計算書

３　動力計算書

２　案内装置の地上設備の種類及び作用（磁気回路構成図をもつて示すこと。）並びに

設計最大案内力及び設計案内力特性（図面をもつて示すこと。）

３　（五）第二欄に掲げる事項

六　電路設備

１　こう長及び回線数 １　送電系統図

２　電気方式及び標準電圧 ２　配電系統図

３　電線の種類及び断面積 ３　き電方式図

４　架設方法（電線路構造図をもつて示すこと。）

５　き電線路に係る次に掲げる事項

（１）　電気接続（き電系統図をもつて示すこと。）

（２）　き電方式（電気方式が交流である場合に限る。）並びに単巻変圧器の個数及び

容量

１　電気方式及び標準電圧

２　架設方式

３　架設方式が架空単線式である場合にあつては、次に掲げる事項

（１）　こう長

（２）　電線の種類、断面積及びちよう架方式

（３）　架設方法（電線路構造図をもつて示すこと。）

（４）　支持物の種類及び支持物相互間の最大距離

（５）　補助線及びレールボンドの種類及び断面積

４　架設方式がサードレール式である場合にあつては、次に掲げる事項

（１）　３（１）及び（３）に掲げる事項

（２）　サードレールの種類及び断面積

（３）　レールボンドの種類及び断面積

（４）　伸縮接ぎ手、アンカリング及びエンドアプローチの位置（伸縮接ぎ手及びアンカリ

ングに係るものに限る。）及び構造寸法（図面をもつて示すこと。）

（５）　防護設備の構造寸法（図面をもつて示すこと。）

５　架設方式が剛体複線式である場合にあつては、次に掲げる事項

（１）　３（１）及び（３）並びに４（４）及び（５）に掲げる事項

（２）　電線の種類及び断面積

６　架設方式が架空複線式である場合にあつては、３（１）から（４）までに掲げる事項

（六）　浮上式鉄道

の浮上装置の地

上設備、案内装置

の地上設備及び

動力発生装置の

地上設備

１　浮上装置の地上設備の種類及び作用（磁気回路構成図をもつて示すこと。）並びに

設計最大浮上力及び設計浮上力特性（図面をもつて示すこと。）

（一）　送電線路、

配電線路及びき電

線路

（二）　電車線路
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４．３ 補助スキーム

４．３．１ 地下高速鉄道整備事業費補助

（１）制度の概要・目的

地下高速鉄道は、都市における基本的な社会資本であり、国民の日常生活に密接に関連

した施設として、大都市における交通混雑の緩和、都市機能の維持・増進に寄与すること

から、その整備の必要性及び緊急性は極めて高い。このため、新線建設費、耐震補強工事

費及び大規模改良工事費の一部を補助し、地下高速鉄道の建設を促進するものである。

（参考）補助金の性格：資本費補助（公債発行対象経費）

（２）補助対象事業者（平成 27年度実績）

・地方公共団体：札幌市、仙台市、東京都、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、

福岡市

・東京地下鉄㈱

（３）補助の概要

１）国の補助率 補助対象建設費の 35％ (地方公共団体も基本的に同様の補助を実施)
２）補助対象建設費

・新線建設、耐震補強工事及び駅施設の大規模改良工事

（建設費－総係費－建設利息）×1.02×80％×90％

※補足

図４－１ 補助割合
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４．３．２ 空港アクセス鉄道等整備事業費補助

（１）制度の概要・目的

経済活動のグローバル化が進展する中での都市の国際競争力の向上や、地域の連携・交

流の促進を通じた地域の活性化等の観点から、空港アクセス鉄道及びニュータウン鉄道（以

下「空港アクセス鉄道等」という）の整備が求められている。このため、その建設費、耐

震補強工事費及び大規模改良工事費の一部を補助することにより、空港アクセス鉄道等の

建設を促進する。

（参考）補助金の性格：資本費補助（公債発行対象経費）

（２）補助対象事業者（平成 22年度以降補助対象事業なし）

・公営事業者

・準公営事業者

（３）補助の概要

１）国の補助率 補助対象建設費の 18％ （空港アクセス鉄道）

補助対象建設費の 15％ （ニュータウン鉄道）

・地方公共団体も同様の補助を実施

２）補助対象事業費

（建設費－総係費－建設利息－開発者負担金）×80％
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４．３．３ 都市鉄道等利便増進法

（１）制度の概要・目的

都市鉄道の既存ストックを有効活用しつつ速達性の向上及び駅施設の利用円滑化を図る

ことにより利用者の利便を増進し、もって活力ある都市活動及びゆとりのある都市生活の

実現に寄与することを目的とするものである。

（２）対象地域

以下のいずれかの地域

・首都圏の既成市街地又は近郊整備地帯

・中部圏の都市整備区域

・近畿圏の既成都市区域又は近郊整備区域

・政令指定都市

（３）補助対象施設

都市鉄道等利便増進法による国土交通大臣の認定を受けた計画に基づく以下の事業にお

いて整備される鉄道施設

・既存の都市鉄道施設の間を連絡する新線の建設

・複数の路線の間を連絡するために必要となる都市鉄道施設の整備

・列車が追越しを行うために必要となる都市鉄道施設の整備

・既存の駅施設における乗継ぎ等を円滑にするための都市鉄道施設の整備 等

（４）補助対象事業者

・第三セクター等公的主体（補助対象施設を整備する主体）

（５）補助率

補助対象経費の 3分の 1（地方公共団体と協調）
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４．３．４ 社会資本整備総合交付金制度

（１）制度の概要・目的

社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交

付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交

付金として平成 22年度に創設されたものである。この交付金は、活力創出、水の安全・安

心、市街地整備、地域住宅支援といった政策目的を実現するため、地方公共団体が作成し

た社会資本総合整備計画に基づき、目標実現のための基幹的な社会資本整備事業のほか、

関連する社会資本整備やソフト事業を総合的・一体的に支援するものである。

図４－２ 社会資本整備総合交付金の概要

（２）鉄道事業における採択事例

北大阪急行の南北線延伸線において、軌道（インフラ部）の整備については箕面市が社

会資本整備総合交付金により国及び大阪府からの補助を受け実施する事業である。

箕面市総合都市交通戦略（平成 24 年 3 月策定、平成 25 年 3 月国土交通大臣認定）に基

づき、相互に連携した多用な交通施設の整備を総合的に実施し、徒歩、自転車、バス、鉄

軌道の適正な分担を図ることにより、公共交通を中心とした交通体系を構築して、魅力あ

るまちづくりを実現するとした社会資本総合整備計画が補助対象となったものである。

なお、国の補助率は約 50%となっている。
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§５．事業化へ向けての基礎的課題の整理

５．１ 深度化が必要な調査項目

過年度調査の整理と社会・地域情勢の現況整理の結果をふまえ、深度化が必要な調査項目

を以下のように整理した。

上記のうち、事業の根幹となる延伸の意義・必要性については、本基礎調査において整理

する。

なお、ルート計画・建設計画、事業採算性の検討、事業スキームの検討については、本基

礎調査において基本的事項を整理し、深度化を図る検討を今後実施することとする。

・延伸の意義・必要性は、今後、延伸事業を進めていく上でその根底をなす最も重要な事項

と考えられることから、改めて整理することが必要である。

・事業採算性をより詳細に把握することが事業化の判断に資すること、また、都内延伸区間

との一体整備が事業採算性確保の必要条件となることから、ルート計画・建設計画につい

ては、都内延伸区間と同レベルまで引き上げることが必要である。

・沿線まちづくりの推進が事業採算性確保の必要条件となることから、ルート計画と連携し

た沿線まちづくりの検討が必要である。まちづくりによる効果は、平成 24 年度協議会調

査で実施した需要予測結果を利用して把握することができるが、平成 24年度協議会調査

とまちづくりの前提条件が異なる場合には、再度需要予測を実施し、その効果を把握する

必要がある。

・東京都交通局の既設路線を埼玉県内に延伸する事業であり、さらに事業採算性の確保には

既設区間の増収効果を延伸線の受益に加味することが必須となっていることから、事業ス

キーム（特に事業主体、補助制度）の検討が必要となる。
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５．２ 延伸の意義・必要性及び延伸による効果

平成 24年度協議会調査においては、延伸の意義・必要性と期待される効果を以下のように

整理している。

○延伸地域では、自動車利用割合が比較的高く、鉄道を

利用する場合には最寄駅まで路線バスを利用してい

るが、道路混雑等によりアクセス状況は好ましくな

い。したがって、居住者の移動利便性の向上を図るた

め、未整備の都市計画道路の整備を推進すると同時

に、道路交通状況に左右されず、定時性が確保された

鉄道の導入が必要である。また、鉄道導入により、複

数の交通手段の選択が可能となる。

○鉄道導入により、自動車から鉄道への利用転換を促

し、道路混雑緩和、環境改善、交通事故減少等を図る

ことが必要である。

・都心･副都心を始めとする多方向への移

動時間の短縮

・通勤通学等における移動時間の短縮によ

る自由時間の増大

・自動車から鉄道への利用転換による道路

混雑の緩和、大気環境等の改善、交通事

故減少

・移動性向上により延伸地域への居住、企

業立地等の促進

１．交通上の課題からの検討

○延伸地域は東京都心・副都心から比較的近傍にある地

理的優位性を有しており、近年の都心居住志向が進む

中にあっても、新市街地開発のポテンシャルが高く、

また、武蔵野台地の強固な地盤上に位置し、地震災害

や水害に強いまちづくりが可能な地域である。そのた

め、延伸地域において、都心・副都心直結の鉄道の導

入と、これに合わせたまちづくりを行い、通勤通学の

利便性や安全・安心に優れた新たな市街地を供給して

いくことが望まれる。さらに、災害に強い地域特性と

関越自動車道の存在により、地下鉄12号線延伸を活用

した緊急輸送ネットワークの形成が可能であり、その

結節点となる延伸地域において、新たな防災拠点を形

成していくことが望ましい。

２．延伸地域の地理的特性及び広域的位置付けからの検討

延伸の意義・必要性 期待される効果

延伸の意義・必要性

○既存市街地における鉄道空白地域の解消とまちの更

新、新たなまちづくりの実現、生活機能が集積した拠

点の形成など、それぞれの地域の目標を実現していく

ためには、高い移動性を有した交通基盤が必要であ

る。地下鉄 12 号線延伸は、これらに応え得るプロジ

ェクトであり、導入の意義は大きい。また、鉄道を導

入することで、様々な施設の立地誘導が図られ、日常

生活の充実に資することができる。

・鉄道アクセスが可能となること、また、

道路整備も含めた新たなまちづくりが

展開されることで新たな拠点が形成さ

れ、様々な施設の立地が促進される。

・新たなまちづくりの実現により、新たな

居住者の転入や諸機能の集積が図られ、

地域経済の活発化が期待される。

・移動利便性の向上により、新たなまちづ

くりの展開の契機となる。

３．延伸地域におけるまちづくり上の課題からの検討

延伸の意義・必要性 期待される効果
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これらの意義・必要性及び期待される効果を要約すると、以下のようになる。

・延伸の意義・必要性

○鉄道不便地域の解消、自動車利用から鉄道への利用転換

○移動性向上により延伸地域への居住、企業立地等の促進

○地域の地理的優位性を活かしたまちづくり、関越自動車道と連携した防災拠点形成

○沿線地域の目標とするまちづくりを達成するための必要ツール

・延伸による効果

○移動時間の短縮

○居住、企業立地によるまちの活性化

○自動車交通量減・CO2減による環境性・交通安全性の向上

○非常時代替ルート・防災拠点機能の確保

○今後の生産年齢人口の減少、高齢化が進む中では、魅

力あるまちの創造、多様な世代が居住するコミュニテ

ィの形成が必要である。特に、鉄道空白地域では高齢

化が顕著であり、新たな転入の促進、新たなまちづく

りが喫緊の課題となっている。そのため、鉄道を導入

することにより、移動利便性の向上を図る必要があ

る。

○鉄道は、移動利便性の向上のみならず、自動車からの

利用転換による温室効果ガス等の排出量削減、交通事

故の削減に寄与し、環境・人にやさしく、安全な住環

境を創出するため、その導入の意義は大きい。

○地下鉄 12 号線延伸と、沿線への防災拠点整備、関越

自動車道との接続により、広域からの緊急輸送に資す

るネットワークを構築することができる。また、他の

鉄道路線の代替機能を果たし、帰宅困難者対策になり

得る。

・鉄道導入のインパクトにより、新たな住

民の転入とこれによるまちの更新、新た

なまちづくりの契機となり、多様な世代

が居住し、活力あるまちの創造が期待で

きる。

・自動車から鉄道への利用転換による温室

効果ガス等の排出量削減、交通事故の減

少が期待できる。

・防災拠点の整備と関越自動車道との接続

により災害時における緊急輸送ネット

ワークが構築され、また、地下鉄 12 号

線延伸により帰宅者の代替ルートの役

割を果たすことができる。

４．延伸地域を取り巻く社会・経済情勢からの検討

延伸の意義・必要性 期待される効果
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一方、交政審答申においては、東京圏の都市鉄道が目指すべき姿として、以下の 6項目を

挙げている。

（１）国際競争力の強化に資する都市鉄道

（ア）航空・新幹線との連携強化

（イ）国際競争力強化の拠点となるまちづくりとの連携強化

（２）豊かな国民生活に資する都市鉄道

（ア）混雑の緩和

（イ）速達性の向上

（ウ）シームレス化

（３）まちづくりと連携した持続可能な都市鉄道

（ア）ユニバーサルデザイン化

（イ）郊外部のまちづくりとの連携強化

（ウ）エコデザイン化

（４）駅空間の質的進化 ～次世代ステーションの創造～

（ア）「駅まちマネジメント」の推進

（イ）更なるバリアフリー化の推進

（ウ）更なる外国人対応の推進

（エ）分かりやすく心地よくゆとりある駅空間の形成

（オ）まちとの一体性の創出

（５）信頼と安心の都市鉄道

（ア）遅延の「見える化」

（イ）鉄道事業者における取組の促進

（ウ）鉄道利用者との協働

（エ）鉄道利用者への情報提供の拡充

（６）災害対策の強力な推進と取組の「見える化」

（ア）災害対策の「見える化」

（イ）ハード・ソフト両面からの強力な災害対策の推進
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平成 24年度協議会調査の検討と、交政審答申の方向性を参考に、現在の社会経済情勢を

ふまえた延伸の意義・必要性及び延伸による効果を以下のとおり整理する。

図５－１ 延伸の意義・必要性と延伸による効果

延伸の意義・必要性

（１）沿線地域の豊かさ向上

・鉄道不便地域の解消

・平行放射路線の混雑緩和

・都心部への速達性向上

（２）まちづくりとの連携

・地域の地理的優位性を活かした新たな

拠点の形成ツール

・バス路線の再編と連携した都市基盤の

均衡化

（３）都心地域への貢献

・大江戸線車両基地の新設

・関越自動車道と延伸線の連携による新

たな交通手段の確立

（４）災害対策

・関越自動車道等と連携した防災拠点

形成

延伸による効果

（１）沿線地域の豊かさ向上

・移動時間の短縮による時間価値増加

・自動車交通量減少による交通安全性向上

・東京北西部の鉄道ネットワーク増強

（２）まちづくりとの連携

・少子高齢化社会に対応したバリアフリ

ーなまち形成

・居住、企業立地等の促進による地域の

活性化

・高齢化を迎えた人口集積地の地域再生、

移動円滑化、社会進出促進

・まちづくりの成熟による自然区域の保存

（３）都心地域への貢献

・大江戸線の輸送力増強による都心部の

混雑緩和、利便性向上

・関越自動車道を利用する高速バスの拠

点となることによる都心部のモーダル

シフトおよび渋滞回避による所要時間

短縮

（４）災害対策

・非常時代替ルートの形成

・都心災害時の物資輸送ルート
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５．３ 延伸ルートの基本的考え方

５．３．１ ルート検討の基本事項

（１）構造形態

鉄道路線の構造形態は大きく地上構造、高架構造、地下構造に分類される。

地上構造は既設路線には最も多い形態であるが、現在は新設路線において踏切の設置は

不可となっているため、地上構造を採用する場合には交差道路をすべてオーバーパスまた

はアンダーパスとする必要があり、一般に採用されていない。

高架構造は建設用地を確保できる場合に多く採用されており、地下構造に比べて建設費

は安価となるが、地域分断や日照の問題があるため、元々線路用地を有している連続立体

交差化事業では市街地においても多く採用されているものの、新設路線の場合には郊外で

の採用が殆どである。

地下構造は、公共用地である道路下空間等を利用して建設されることが多く、高架構造

とは逆に市街地での採用が基本となる。高架構造に比べて建設費が高価となるため、高架

構造が採用できない区間での採用となる。

（２）平面線形

１）高架区間・地下区間共通

・速達性や乗り心地をふまえ、極力急曲線を回避し、起点と終点を直線に近い形で結ぶ。

・経済性を勘案し、移転が困難な支障物（堅牢建物など）はできるだけ避ける。

・河川や鉄道、高速道路などとの交差はできるだけ直角にして、橋梁規模の縮小やトンネ

ル交差延長の縮小を図る。

・沿線の住宅密集地や主要施設に対する駅の利便性を高めるよう、駅位置を設定する。

２）高架区間

・支障家屋をできるだけ少なくする。

・既成市街地の分断をできるだけ避ける。

３）地下区間

・可能な限り公共用地を活用する。

・他の都市施設（大規模地下埋設物等）との位置関係に留意し、必要に応じて都市施設の

移設等、調整を図る。

（３）縦断線形

・駅の利便性に配慮し、地上面から乗降場までの上下移動距離をできるだけ短くする。

・速達性や乗り心地をふまえ、連続した急勾配を回避する。

・他の都市施設（大規模地下埋設物等）との位置関係に留意し、必要に応じて都市施設の

移設等、調整を図る。

・地下構造に関して、用地確保や経済性の観点から、駅間にポンプ室を配置せずに、トン

ネル湧水等の排水が可能となるよう留意する。

・振動公害を軽減するため、住宅地の下をトンネルが通過する場合には、一定量の土被り

を確保する。
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・河川下横断部においては、「改定 解説・河川管理施設等構造令」に基づき、河底横過ト

ンネルの設置の基本となる離れ 1.5Ｄ（Ｄ：シールド外径）を確保する。

・高架橋が道路を跨ぐ場合は、必要な桁下空頭（一般に道路建築限界 4.5m＋舗装補修しろ

0.2m=4.7m）を確保する。

５．３．２ ルート検討の経緯

地下鉄 12 号線延伸線の（仮称）大泉学園町駅～東所沢駅のルートについては、平成 9年

度、平成 24 年度に平面ルートや縦断ルートが示されている（次頁参照）。

いずれのルートについても、平林寺と関越自動車道との間に計画する新座市内の駅、清

瀬市旭が丘地区に計画する清瀬市内の駅を経由し、東所沢駅へ向かっている。

本基礎調査では、改めて（仮称）大泉学園町駅～東所沢駅の最適ルートについて整理を

する。
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表５-１ ルート検討の変遷

平成 9年度調査（協議会）

平成 24 年度調査（協議会）
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５．３．３ 延伸ルートの再整理

鉄道のルートは、建設費や速達性の面から、起点と終点をできるだけ直線的に結ぶこと

が望ましい。（仮称）大泉学園町駅と東所沢駅を直線的に結ぶと、下図灰色点線のようにな

るが、このルートだと米軍大和田通信所を横切るかたちとなる。

このため、延伸ルートは大まかに通信所北側を平林寺境内林を避けつつ通るルート（下

図青線）と、通信所南側を通るルート（下図赤線）に分けて考えられる。

図５-２ 延伸区間のルート設定

上記 2ルートのうち、通信所南側を通るルートについては、鉄道不便地域の観点からみ

ると西武池袋線に近いルートとなっており、周辺地域の鉄道不便地域解消という目的には

反するルートとなっている。これより、現計画通りに通信所と平林寺境内林の間を通るル

ートを採用する方が優位性が高いと考えられるが、以降では両ルートについて検討を行う。

図５-３ 周辺既設路線と延伸線のバランス

米
軍
大
和
田
通
信
所

平
林
寺
境
内
林

東
所
沢
駅

大泉学園町駅（計画）

光が丘方

青ルートは東武東上線と西武池袋線に挟まれ

た地域の中央部を通過するが、赤ルートは西武
池袋線に大分寄った位置を通過しており、鉄道
不便地域解消の面から望ましくない
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５．４ 駅位置及び駅構造の検討

（１）駅位置

駅の設置間隔は、都心部では 1km 以内のケースが多く、一方で郊外部では 5km 程度の駅間

距離を有するところも多い。地下鉄 12 号線延伸線の周辺路線の駅間距離を整理すると、人口

密集地域を通る西武池袋線や東武東上線は、駅間距離が 1.4～2.4km となっている。一方で、

比較的人口密度の低い地域を通るＪＲ武蔵野線は、駅間距離が 2.7～4.0km と比較的長くなっ

ている。

図５-４ 周辺路線の駅間距離

（仮称）大泉学園町駅～東所沢駅の延伸延長が約 8.5km となっていることから、駅間距離

を 2km 程度とすれば中間駅は 3駅となり、駅間距離を 3km 程度とすれば中間駅は 2駅となる。

路線の経由地が市街化調整区域などの人口密集地以外が多くを占めることや、事業費を抑

制することを考慮すると、駅間距離を長めにとって中間駅を 2駅とすることは合理的である

といえる。

これより、中間駅の数は 2駅とし、設置位置も基本となるケースでは平成 24 年度協議会調

査結果を踏襲し、（仮称）新座中央駅を新座市馬場地区に、（仮称）清瀬北部駅を清瀬市旭が

丘・下宿地区に計画する。

一方、通信所南側を通るルートにおいては、中間駅数を 2駅とすることを前提に、平面ル

ートを鑑みて駅位置を新座市内及び清瀬市内に設定する。
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延伸延長約8.5km



-36-

（２）駅構造

１）高架駅

高架駅は、高架橋の線路の高さに合わせてホームを設置した駅であり、一般的には地上

階に切符売場、改札口などを設け、2階をホーム階とする構造である。

高架橋区間の駅は基本的にこの構造となる。

高架駅イメージ 高架駅事例※

図５－５ 高架駅

※出典：つくばエクスプレス工事誌

２）半地下（掘割）駅

半地下（掘割）駅は、駅構造を全て地中に設置するのではなく、ホーム階は地下階とす

るが、切符売場や改札口は地上階とし、線路の深さを最小限に留める構造である。

駅の前後は掘割構造もしくは土被りの薄い地下構造となる。

地下部分の構築体積を少なくすることで経済化を図ることが可能であるが、駅の前後区

間の土被りが薄いため、線路上空の利用形態に制約が生じることに留意が必要である。

半地下駅イメージ 半地下駅事例

図５－６ 半地下駅

上空利用

駅前広場

地下１階

地上階
（切符売り場、改札口等）
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３）地下駅

出入口を除く駅構造が完全に地中に位置する構造である。既成市街地等に路線を敷設す

る際に、道路などの公共空間下を最大限利用することを目的としている。

駅の建設費は高架駅や半地下（掘割）駅よりも高価となるため、立地条件上前述の駅構

造を採用できない場合に計画される。

図５－７ 地下駅イメージ

歩道

地下1階
（切符売り場、改札口等）

出入口

道 路
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５．５ 概略ルート検討（平面・縦断）

５．５．１ 基本ルート（通信所北側を通るルート）

（１）構造計画（地上・地下）

これまでの調査においては、（仮称）大泉学園町駅～東所沢駅間の構造計画について、

市街化区域は地下構造、市街化調整区域は高架構造を基本としている。

駅については、市街化調整区域に位置する新座市内駅を高架構造または市街地整備に

合わせての地下構造とし、その他の駅は地下構造としている。

また、「地下鉄 12 号線の延伸実現に係る新駅周辺地区におけるまちづくり構想（平成

27年 3月）（新座市作成）」も平成 24 年度協議会調査と同じ考え方としている。

上記より、基本となるケースでは、（仮称）新座中央駅については地下構造もしくは半

地下構造を前提として計画を行う。（仮称）清瀬北部駅、東所沢駅については地下構造と

して計画を行う。

駅間の構造形式については、現況の空間利用状況を加味して以下のように考えた。

図５-８ 構造形式区分

地下構造

高架構造

高架構造 地下構造
地下
構造
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（２）駅計画

１）（仮称）新座中央駅

市街地整備と駅整備を一体的に行う計画であることから、地下駅を前提としつつ、鉄

道整備費用を抑制できるよう、半地下（掘割）構造の駅とする。

地下駅よりも駅での上下移動が少なく利便性に優れ、東所沢方面の高架区間へのアプ

ローチ長も地下構造に比べて短縮することができる。

新座中央（仮称）駅計画地付近

２）（仮称）清瀬北部駅

都市計画道路東村山 3･4･17 号線と都市計画道路東村山 3･4･26 号線の交差部付近に東

村山 3･4･17 号線を導入空間として地下駅を設置する。東村山 3･4･17 号線の道路幅員は

16m となっているが、一般的な開削トンネル駅の形式である島式ホーム 1面 2 線の地下

駅を設置するためには道路幅員が不足すると考えられる。

駅計画地周辺は、道路脇に住宅が建っており、用地買収による駅設置幅の確保は難し

いと思われる。よって、道路幅員内に駅を設置する

ために、ホーム形式を上下 2層式の 2面 2線（1面

1線のホームを 2層に設置）とする必要がある。

都市計画道路東村山3･4･17号線 図５－９ ホーム2層式の地下駅イメージ

歩道

出入口

道 路

地下1階
（切符売り場、改札口等）
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３）東所沢駅

地下駅とする場合、導入空間は都市計画道路 3・4・21 東所沢駅前線（道路幅員 18m）

の下を考える。なお、ＪＲ武蔵野線東所沢駅は掘割構造となっており、新駅をＪＲ武蔵

野線と交差する位置に設置するには深度が大きくなるうえ、既設路線の仮受けが必要と

なり、工事規模も大きくなることから、新駅はＪＲ武蔵野線の手前で止める形で計画す

る。

ＪＲ武蔵野線東所沢駅 3・4・21 東所沢駅前線
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東京都住宅供給公社
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県営新座本多
第二住宅

新座市立池田小学校

埼玉県立新座高校新座市立第三中学校

新座市立第四小学校

新座市立陣屋小学校

県営新座
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県営新座野火止
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清瀬第三中学校
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新座市立新座中学校

（仮称）大泉学園町駅

光が丘方

（仮称）新座中央駅

（仮称）清瀬北部駅

東所沢駅

地下鉄 12 号線（（仮称）大泉学園町駅～東所沢駅）延伸計画図：基本ルート

図５－１０ 地下鉄 12 号線延伸計画図・基本ルート
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５．５．２ 経済性を重視した路線計画（高架橋主体ルート）

一般的な条件下においては、地下構造物よりも高架構造物の方が建設費は安価となり、経

済性で優位となる（下表参照）。

一方で、地上に構造物を建設するには地域の合意形成や用地買収が必要となり、地下構造

物に比べて事業の進捗に時間を要する場合が多い。

ここでは、経済性を重視した路線計画案として、高架区間をできるだけ長くしたルートを

検討する。

表５－２ 建設単価

出典：鉄道需要分析手法に関する テクニカルレポート：2016.7、
交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会



-43-

（１）基本ルートからの変更点

基本ルートに対して、地下構造を高架構造に変更する区間を検討する。

（仮称）大泉学園町駅は地下構造で計画されていること、および駅の西側は住宅密集

地となっており、地上に構造物を建設することは難しいと考えられる。このため、（仮称）

大泉学園町駅からしばらくはトンネル構造とするものの、黒目川前後の低地部まで至る

と、比較的郊外になることから高架構造の採用も考えられる。

また、（仮称）清瀬北部駅についても、道路下に地下駅を設置するために迂回したよう

なルートとなっているが、台田団地の間を抜ける直線的な高架橋ルートとすることによ

り、速達性と経済性を向上させるほか、団地の活性化にも寄与できると考えられる。

東所沢駅については、地上への導入空間を確保することが難しいと考えられることか

ら、基本ケースと同様に地下駅とする。

上記により、（仮称）大泉学園町駅付近と東所沢駅付近を除き、高架構造となるルート

となる。
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地下鉄 12 号線（（仮称）大泉学園町駅～東所沢駅）延伸計画図：高架橋主体ルート

図５－１１ 地下鉄 12 号線延伸計画図・高架橋主体ルート
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５．５．３ 導入空間を重視した路線計画（全線地下ルート）

事業採算性の確保を見据えて、光が丘駅～東所沢駅を一体整備することを前提とした場合、

既に導入空間（都市計画道路補助 230 号）が確保されている光が丘駅～（仮称）大泉学園町

駅間に対して、（仮称）大泉学園町駅～東所沢駅間については地域との合意形成や用地取得に

要する期間を踏まえると、光が丘駅～（仮称）大泉学園町駅間の事業工程に合わせるために

は相当な努力が必要となる。

そこで、用地取得等に要する事業工程を最小限に抑えるために、導入空間を可能な限り公

共空間（道路）下としたルートを検討する。

この場合、路線は全線地下構造となり、経済性は基本ルートや高架橋を主体としたルート

に比べて大きく低下することが懸念されるが、一つのケースとして検討を行う。
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地下鉄 12 号線（（仮称）大泉学園町駅～東所沢駅）延伸計画図：全線地下ルート

図５－１２ 地下鉄 12 号線延伸計画図・全線地下ルート
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５．５．４ 通信所南側を通るルートの路線計画（南側経由ルート）

（１）構造計画

経済性を重視し、高架構造をできるだけ採用することを考え、既成密集市街地となっ

ている（仮称）大泉学園町駅より関越自動車道の西側付近と東所沢駅付近のみ地下構造

とし、中間部の区間は高架構造として計画する。

中間駅となる（仮称）新座市内駅、（仮称）清瀬市内駅については、ともに高架構造と

して計画する。

図５-１３ 構造形式区分

（２）駅計画

１）（仮称）新座市内駅

新座市内の中間駅は、駅間距離のバランスや市内南部地区の土地利用状況をふまえ、

石神地区に計画する。

２）（仮称）清瀬市内駅

清瀬市内の中間駅は、駅間距離のバランスや市内幹線道路とのアクセス等をふまえ、

下清戸地区に計画する。

地下構造

高架構造

地下構造
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8.地下鉄 12 号線（（仮称）大泉学園町駅～東所沢駅）延伸計画図：南側経由ルート
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図５－１４ 地下鉄 12 号線延伸計画図・南側経由ルート
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５．６ 概算事業費

各計画ルートの概算事業費を「鉄道需要分析手法に関するテクニカルレポート」に基づい

て算出する。

以下に、事業費算出方法を示す。

１）建設費実態調査等に基づき、概算建設費想定基礎（以下、「想定基礎」という。）を作成

する。想定基礎の作成に当たっては、各構造形式及び工事の施工環境等に応じて、Ａか

らＣランクの最大 3つに分類し単価を設定する。 ただし、データが少ない等の理由でラ

ンク分けを行っていない工事種別等もある。

なお、想定基礎は過年度の工事実績等を基に平成 25年度を基準年としてデフレーター

処理等を行って作成しているため、これを用いて算出された概算建設費は、平成 25 年度

価格となる。

２）共通費的な工事費（軌道、電気設備、総係費他等）は土木費等（駅間、駅 部、変電所、

車両基地）の合計金額との比率で査定するものとし、用地費は沿線環境によって価格差

が大きいことから、別途「用地費想定の考え方」を整理した。

なお、想定基礎の取扱いにあたっては以下の考え方等に十分注意する必要がある。

○想定基礎は、専門技術的な観点での十分な判断が必要であり、必要に応じてＡランク以

上、Ｃランク以下、並びに各ランクの中間的な単価の適用を要する。

○この想定基礎は、各提案プロジェクトの概算建設費を大掴みで把握するものであること

から、工事種別ごとの単価比較等には適さない。

○特に、以下については実績データが少なかったため、構造形式、施工環境、施工方法等

を考慮した所要の査定等を実施する必要がある。

・標準タイプ・ミニ地下鉄の駅部

・車両基地

各構造形式及び工事の施工環境等に応じた単価は次項のとおりである。
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① 土木工事費

表５－３ 建設単価

② 軌道工事費、電気設備費、総係費他

軌道工事費、電気設備費、総係費他は、土木工事費に各々の工種別に応じた割合を乗

じることにより算出する。

③ 用地費
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出典：鉄道需要分析手法に関するテクニカルレポート：交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会、2016.7

事業費算出結果を下表に示す。

表５-４ 概算事業費 （単位：億円）

基本ルート 高架橋主体ルート 全線地下ルート 南側経由ルート

土木工事費 679 527 869 556

軌道工事費 34 26 43 28

電気設備費 68 53 87 56

総 係 費 他 136 105 174 111

用 地 費 159 253 68 189

車 両 費 96 96 96 96

消 費 税 101 81 127 85

合 計 1,273 1,142 1,464 1,121

km 当り工事費 149 131 160 139
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５．７ 計画ルート比較 表５－５ 計画ルート比較

※大泉学園町～東所沢間を比較対象とする。

基本ルート 高架橋主体ルート 全線地下ルート 南側経由ルート

平面図

縦断図

線延長 8,6km 8.7km 9,2km 8.1km

地上/地下区
間長

地上 2.9km、地下 5.7km 地上 6.7km、地下 2.0km 地上 0km、地下 9.2km 地上 4.7km、地下 3.4km

駅構造
・新座中央：半地下駅
・清瀬北部：地下駅
・東所沢 ：地下駅

・新座中央：高架駅
・清瀬北部：高架駅
・東所沢 ：地下駅

・新座中央：半地下駅
・清瀬北部：地下駅
・東所沢 ：地下駅

・新座市内：高架駅
・清瀬市内：高架駅
・東所沢 ：地下駅

想定
所要時間

13分（表定速度 40km/h） 13 分（表定速度 40km/h） 14 分（表定速度 40km/h） 12 分（表定速度 40km/h）

メリット
・沿線自治体のまちづくり計画と整合する ・事業費を安価に抑えられる。

・路線距離が短く、速達性に優れる。
・用地交渉を最小限に抑えられる。
・工事における周辺への影響が小さい。

・事業費を最も安価に抑えられる。
・路線距離が最も短く、速達性に優れる。

デメリット

・地上区間の用地取得に時間を要する。
・高架橋の建設により、地域分断や日照の問題が懸念され、
一部には環境側道の設置が必要となる。

・地上区間の用地取得に時間を要する。
・高架橋の建設により、地域分断や日照の問題が懸念され、
一部には環境側道の設置が必要となる。

・全線地下構造となるため、整備費が高価となる。
・高架駅に比べて地下駅の方が出入口～ホームまでのアクセ
スが長い。

・路線距離が最も長いため、速達性に劣る。

・地上区間の用地取得に時間を要する。
・高架橋の建設により、地域分断や日照の問題が懸念され、一
部には環境側道の設置が必要となる。

・鉄道不便地域である新座市中央地域や清瀬北部地域を経由し
ないため、地域間格差を解消できない。

計画上の
課題

・新座市中央地域のまちづくりが計画上の必須条件であり、
まちづくりとの相互連携が最重要事項となる。

・関越自動車道と橋梁で交差するため、交通への影響に配慮
した施工方法の検討が必要となる。

・黒目側を下越しすると、そこから最急勾配で上っても地上
付近に到達するまで一定の距離を要するため、新座中央駅
の位置が制約を受ける。

・新座市中央地域のまちづくりが計画上の必須条件であり、
まちづくりとの相互連携が最重要事項となる。

・市街地高架区間における周辺地域への合意形成。
・関越自動車道と橋梁で交差するため、交通への影響に配慮
した施工方法の検討が必要となる。

・新座市中央地域のまちづくりが計画上の必須条件であり、
まちづくりとの相互連携が最重要事項となる。

・導入空間となる道路の幅員の精査が必要である。
・黒目側を下越しすると、そこから最急勾配で上っても地上
付近に到達するまで一定の距離を要するため、新座中央駅
の位置が制約を受ける。

・市街地高架区間における周辺地域への合意形成。
・ルート通過地域は西武池袋線の駅勢圏と重なることから、旅
客需要が不透明である。

意義･必要性
の達成

・鉄道不便地域を経由し、中間駅の計画は新座市・清瀬市の
まちづくり方針とも整合している。

・沿線に車両基地建設に必要な空間もある。
・新座市内に検討中の関越自動車道スマート I.C との連携に
より、関越自動車道との連携も図ることができる。

・鉄道不便地域を経由し、新座市内中間駅はまちづくり方針
とも整合している。清瀬市内中間駅を高架構造で計画した
ことにより、清瀬市のまちづくり方針と再度整合を図る必
要がある。

・沿線に車両基地建設に必要な空間もある。
・新座市内に検討中の関越自動車道スマート I.C との連携に
より、関越自動車道との連携も図ることができる。

・鉄道不便地域を経由し、中間駅の計画は新座市・清瀬市の
まちづくり方針とも整合している。

・沿線に車両基地建設に必要な空間はあるが、地下路線から
地上車両基地までのアプローチ線が必要となる。

・新座市内に検討中の関越自動車道スマート I.C との連携に
より、関越自動車道との連携も図ることができる。

・鉄道不便地域の解消度合は他案に比べて低い。
・中間駅の計画は新座市・清瀬市のまちづくり方針とも整合し
ていないため、再度整合を図る必要がある。

・沿線に車両基地建設に必要な空間もある。
・新座市内に検討中の関越自動車道スマート I.C との連携によ
り、関越自動車道との連携も図ることができる。

概算
事業費

1,273 億円（149 億円/km） 1,142 億円（131 億円/km） 1,464 億円（160 億円/km） 1,121 億円（139 億円/km）

まとめ

・沿線自治体の路線計画イメージと合致しているため鉄道路
線の敷設と沿線まちづくりを連携して進める上では最も
適している。

・一方で事業費が高く、既往の調査においても光が丘～大泉
学園町までの区間との同時開業及び沿線まちづくりによ
る需要増が採算性確保の必須条件となっており、事業着手
への課題が多い。

・事業費が低く、事業採算性や費用便益比は最も高くなると
考えられるが、高架橋区間が長いため用地取得等により事
業期間が長くなり、光が丘～大泉学園町までの延伸に事業
工程を合わせるためには相当な努力が必要となる。

・清瀬北部駅を高架駅とすることで、周辺団地のリニューア
ルにも大きく貢献できると考えられる。

・公共空間を極力利用することで用地取得を最小限とし、事
業期間を最も短くすることができ、光が丘～大泉学園町ま
での延伸に事業工程を合わせるためには適している。
・一方で事業費が最も高く、速達性も最も劣るため、事業採
算性や費用便益比は最も小さくなる。

・事業費が低く、速達性にも優れるルートであるが、ルートが
西武池袋線に寄っており、鉄道不便地域の解消度合いは他ル
ートに比べると低い。

・これまでの検討ルートと大きく異なるため、地域住民の認識
度合も低く、合意形成に相当な課題がある。
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５．８ 事業スキーム

日本における鉄道整備は、莫大な建設費がかかる一方、主要な返済原資となる運賃収入が

公共料金という性格から低く抑えられているため、投資の回収期間が長期にわたるのが通常

である。このため、鉄道の整備方式、特に資金スキームにおいては、出資や補助金等の無償

資金の割合が、投資の回収や事業実施の可否を判断する上での重要な要素となっている。

その結果、工事費がかかるトンネル区間の多い地下鉄やニュータウン鉄道、空港アクセス

鉄道については、地方公共団体等からの出資あるいは開発者からの負担金等が2割程度、さら

に国と地方公共団体からの補助金がそれぞれ2～3割拠出されていた。

なお、民鉄の整備については、長年補助金の入った資金スキ―ムはなく、金利上昇の場合

の利子補給（鉄道建設公団による譲渡線方式）や運賃の上乗せ分の収入を積み立て税制を優

遇して整備資金に充てる手法（特定都市鉄道整備積立金による複々線整備）による支援しか

なく、近年になって既存ネットワークを繋いで相互直通運転を可能にする短絡線・連絡線の

整備で初めて補助金による整備支援が導入された（都市鉄道利便増進事業）ところである。1)

地下鉄12号線の延伸においては、現状では建設主体や営業主体は明確になっていないが、

都内区間である光が丘駅～（仮称）大泉学園町駅までの区間については、既設区間の第1種鉄

道事業者（自社が保有する鉄道で旅客または貨物を運ぶ事業者）である東京都交通局による

建設・営業が想定される。

一方で、（仮称）大泉学園町駅～東所沢駅については、路線の大半が埼玉県内に位置するこ

とから、東京都交通局以外の事業者による建設・営業の可能性も考えられ、光が丘駅～東所

沢駅を一体整備することとなった場合についても、建設・営業主体が不明確な状況である。

ここでは、（仮称）大泉学園町駅～東所沢駅を対象に、考えられる事業主体と事業スキーム

について基礎的な検討を行う。

1)西海重和：鉄道整備におけるPPP 等による民間資金の活用方策、建設の施工企画 2010.12

（１）都市鉄道整備に関する補助制度

現在、国で実施されている都市鉄道整備に関する補助制度について、４．３ 補助スキー

ムの内容をふまえ、次頁にまとめる。
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各種補助制度に対する採択の目安を下表に示す。

なお、採択の目安については、公的に示されているものがないため、各方面で実施さ

れている鉄道整備調査等に示される数値を示したものであることに注意を要する。

表５-７ 各種補助制度の採択目安

※1.「なにわ筋線」調査資料より（大阪市 HP）

※2.「仙台空港アクセス線」の採択事例より。地下高速鉄道整備事業費補助と同様に採択目安が 30 年か

ら 40 年に伸びている可能性もあることに注意を要する。

※3.「地下鉄 7号線延伸線」調査資料より（さいたま市 HP）

※4.「新空港線」調査資料より（大田区 HP）

※5.「北大阪急行線延伸線」の採択事例より（国交省 HP）

補助制度 補助対象 採択目安

地下高速鉄道整備事業費補助
東京都交通局 資金収支累積黒字転換 40 年以内※1

第三セクター 資金収支累積黒字転換 40 年以内※1

空港アクセス鉄道等整備事業費補助
東京都交通局 資金収支累積黒字転換 30 年以内※2

第三セクター 資金収支累積黒字転換 30 年以内※2

都市鉄道利便増進事業費補助
鉄道・運輸機構 資金収支累積黒字転換 30 年以内※3

第三セクター 資金収支累積黒字転換 40 年以内※4

社会資本整備総合交付金

都市再生整備計画事業
地方公共団体 資金収支累積黒字転換 30 年以内※5
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（２）事業主体の検討

地下鉄 12 号線の既設区間の事業運営状況や、延伸区間の立地条件等をふまえ、考えられ

る事業主体を下表に示す。

事業主体には、インフラを整備・保有する整備主体（第 3種鉄道事業者）と路線の営業

を行う営業主体（第 2種鉄道事業者）がある。

このうち、営業主体については、光が丘駅～（仮称）大泉学園町駅までは都内区間であ

るため、東京都交通局が有力と考えられる一方、（仮称）大泉学園町駅～東所沢駅について

は検討が進んでおらず、東京都交通局による営業のほか、埼玉高速鉄道線のように第三セ

クターが行うケース、埼玉県などの自治体が営業を行うケースも考えられる。

整備主体については、既設区間の第 1種鉄道事業者である東京都交通局が実施する場合、

鉄道・運輸機構が実施する場合、第三セクターが実施する場合、埼玉県が実施する場合が

考えられる。

また、事業主体については、都内延伸区間（光が丘駅～（仮称）大泉学園町駅）と埼玉

県延伸区間（（仮称）大泉学園町駅～東所沢駅）で変わる可能性も考えられる。

表５-８ 事業主体の想定

光が丘駅～（仮称）大泉学園町駅 （仮称）大泉学園町駅～東所沢駅

ケース１ 整備主体 東京都交通局 東京都交通局

営業主体 東京都交通局

ケース２ 整備主体 鉄道・運輸機構 鉄道・運輸機構

営業主体 東京都交通局

ケース３ 整備主体 鉄道・運輸機構 鉄道・運輸機構

営業主体 東京都交通局 第三セクター、埼玉県等

ケース４ 整備主体 東京都交通局 鉄道・運輸機構

営業主体 東京都交通局

ケース５ 整備主体 東京都交通局 鉄道・運輸機構

営業主体 東京都交通局 第三セクター、埼玉県等

ケース６ 整備主体 東京都交通局 第三セクター、埼玉県等

営業主体 東京都交通局

ケース７ 整備主体 東京都交通局 第三セクター、埼玉県等

営業主体 東京都交通局 第三セクター、埼玉県等
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５．９ 事業採算性向上施策

事業採算性を向上させるためには、事業コスト（建設費・運営費）を縮減すること、需要

を増加させることの 2方向からのアプローチがある。

ここでは、既往事例を参考にコスト縮減と需要増加に資すると考えられる方策を抽出する。

表５-９ 事業採算性向上施策

施 策 内 容

コ
ス
ト
縮
減

規格の縮小
複線整備を単線整備にする、車両規格を小さくするなど、整備
計画や輸送システムをコンパクトにすることにより、コスト縮
減を図る。

開発者負担

鉄道・駅整備により、沿線の土地所有者・開発者等が一定の利
益を享受することから、受益者負担の原則及び鉄道事業者の負
担軽減の観点から、鉄道事業費の一部を駅周辺からの開発者負
担とし、整備を促進する。りんかい線やみなとみらい線の整備
において実績がある。

駅の複合施設化
駅を商業施設や駐車場等と一体施設とすることにより、他事業
者から駅建設コストの一部を負担してもらう。

道路との一体計画・施工
路線の導入空間となる道路を同時整備することで、用地費等の
縮減を図る。

請願駅

既設路線に地域の要望で新駅を設置する際に、駅設置に要する
費用を自治体や企業等が負担する方法であるが、延伸線におい
ても、中間駅を自治体負担の請願駅とすることで、事業費の縮
減を図る。

需
要
増
加

沿線まちづくり
沿線の定住人口を増やし、需要増加を図るために沿線まちづく
りを行う。

大規模集客施設の誘致
延伸線沿線に大学、病院、大規模商業施設等の集客施設を誘致
することで、需要増加を図る。

速達性の向上
快速運転の実施等により、東所沢から大江戸線沿線への速達性
が他路線を利用するよりも優れることとなれば、並行路線から
の旅客転移が期待できる。
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§６．今後の事業計画調査の方向性

本基礎調査では、地下鉄 12 号線延伸に向けてこれまで実施されてきた調査内容を整理する

ほか、鉄道事業の実施に必要な手続きを調査することで、事業化に向けて今後検討の深度化

が必要な項目を以下のように抽出した。

・延伸の意義・必要性の整理

・ルート計画・建設計画

・沿線まちづくりの検討

・需要予測の検討（平成 24 年度協議会調査とまちづくりの前提条件が異なる場合）

・事業採算性の評価

・事業主体の検討、補助制度の検討

路線の意義・必要性の検討については、鉄道の敷設が莫大な費用を要する事業であり、自

治体の費用負担も大きくなると想定されることから、自治体の将来計画に対して鉄道の敷設

が必須であることを関係者に理解して頂くこと、事業費補助の採択において路線の重要性・

必要性を示すことなどにおいて重要な事項である。

ルート計画・建設計画の検討については、本基礎調査でも概略的な検討を実施したが、事

業費の精度を高めることが計画実現性を判断するために必須となることから、平面線形計画、

縦断線形計画、構造区分、高架橋・橋梁区間のスパン割、トンネル施工方法等の検討精度を

高め、既往事例等を参考に工事費算出を行い、本路線の特徴を加味した事業費の算出が必要

である。

ルート計画・建設計画の深度化にあたっては、各自治体において想定ルートに対するコン

トロールポイントの把握、駅位置の精査など、将来計画と路線計画の整合について検討が必

要となる。

沿線まちづくりの検討については、路線の需要に直結する事柄であり、事業採算性に大き

く影響することから、理想論ではなく現実性の高いまちづくり計画を具体的に、各自治体の

将来計画に合致する形で進める必要がある。まちづくりの前提条件（開発区域、開発人口等）

が平成 24年度協議会調査と同様であれば、同年度の需要予測結果を利用することができるが、

前提条件が大きく変更された場合には、再度需要予測を実施し、事業採算性の検討を行う必

要がある。

事業採算性の評価については、深度化したルート計画・建設計画を基に列車運行計画を実

施し、さらに沿線まちづくりの検討結果を考慮した需要予測結果を利用して、費用便益分析

や収支採算性の検討を実施する。

本検討結果は事業実施の判断に大きく影響するものであり、特にインプットデータは可能

な範囲で精度の高い数値を用いることが重要である。
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事業主体の検討については、東京都交通局が保持・運営する路線を埼玉県内に延伸すると

いう本路線の特徴をふまえ、適切な事業主体、適用できる補助制度を検討する必要があり、

協議会内のみならず、関係自治体（東京都・埼玉県）も含めた相互理解が必要となるため、

具体的な検討に当たっては、東京都や埼玉県との協力・調整が重要である。



-60-

図６-１ 今後の調査・検討イメージ

ルート計画・建設計画の検討
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・精度の高い事業費の算出

・事業工程の検討

沿線まちづくりの検討
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・まちづくりコンセプトの整理

・開発人口の設定

運行計画の検討
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